
　

※鳴瀬川等とは、鳴瀬川・吉田川・江合川（支川含む）であり、洪水氾濫域が重複することなどから設定。

※北上川下流域とは、岩手県境から河口までの北上川及びその支川を含む流域を示す。なお、江合川

　 及びその支川については、氾濫域が重なる鳴瀬川等流域に含むため、本取組の流域には含まない。

　 １．開催日時及び場所

　■北上川下流等タイムラインに基づく情報伝達訓練

　　平成３０年２月６日（火）　１３時００分～１７時３０分

　　会場　国土交通省　鹿島台出張所　３階会議室

　　　　　　 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地４９６-１

　■鳴瀬川等タイムラインに基づく情報伝達訓練

　　平成３０年２月１３日（火）　１３時００分～１７時３０分

　　会場　国土交通省　鹿島台出張所　３階会議室

　　　　　　 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地４９６-１

２．訓練内容

　■河川管理者から市町村防災担当者に対するホットラインの実施

　 　■ホットライン等による情報を踏まえた避難勧告・指示等の発令判断
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　鳴瀬川等及び北上川下流域（※）では、氾濫が発生することを前提として地域全
体で常に洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を図るため「鳴瀬川等大規模氾
濫時の減災対策協議会」、「北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会」を設
置しています。
　今般、「減災に係る取組」として、出水時の避難勧告・指示等の発令判断に資する
ことを目的とし、河川管理者と市町村防災担当者の円滑な情報伝達体制を構築す
るために、「北上川下流等タイムラインに基づく情報伝達訓練」及び「鳴瀬川等タイ
ムラインに基づく情報伝達訓練」を開催します。

～出水時の円滑な情報伝達体制の構築に向けて～
北上川下流等タイムラインに基づく情報伝達訓練の開催

鳴瀬川等タイムラインに基づく情報伝達訓練の開催
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